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介護予防支援・介護予防ケアマネジメントに係る契約書 

 

 

           様（以下、「契約者」という。）と新発田南地域包括支援センタ

ー（以下、「事業者」という。）は、           様（以下、「利用者」という。）

が事業所から提供される介護保険法に基づく介護予防支援（以下「介護予防支援」という。）

及び新発田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める介護予防ケアマネジメン

ト（以下「介護予防ケアマネジメント」という。）のサービスを受けることについて本契

約書に添付の「重要事項説明書（介護予防支援・介護予防ケアマネジメント）」に基づい

て事業者（担当者          ）から説明を受け、サービスの提供について同意

しましたので、次のとおり契約（以下、「本契約」という。）を締結いたします。 

 

 

（契約の目的） 

第１条 事業者は、介護保険法等関連法令及び新発田市介護予防・日常生活支援総合事業

要綱並びにこの契約書に従い、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じて自立した生活を営むことができるよう、利用者に対し、適切な介護予防サ

ービス・支援計画書を作成し、かつ、介護予防支援給付サービス・総合事業サービス

の提供が確保されるよう介護予防支援給付サービス・総合事業サービス提供事業者（以

下「サービス提供事業者」という。）や関連機関等との連絡調整その他の便宜を図りま

す。 

（契約期間） 

第２条 この契約の期間は、    年  月  日～    年  月  日とします。 

但し、契約期間満了日以前に利用者が要支援状態区分の変更の認定を受け、要支援認

定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要支援認定有効期間の満了日まで

とします。 

２ 契約満了日までに、利用者及び契約者から契約を終わらせようとする申出がない場合は、

さらに同一条件で１年間自動更新されるものとし、その後も同様とします。 
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（利用者負担金） 

第３条 この契約に関わる利用者負担金は、重要事項説明書のとおりです。 

（介護予防サービス・支援計画立案の援助） 

第４条 事業者は、指定介護予防支援に関する知識を有する職員（以下「担当職員」とい

う。）を担当者として指定し、介護予防サービス・支援計画（以下「サービス計画」と

いう。）の作成を支援します。 

２ 担当職員は、サービス計画の作成にあたり、次の各号に定める事項を遵守します。 

(1) 利用者の居宅を訪問し、利用者及び契約者に面接し、解決すべき課題の把握に努

めること。 

(2) 当該地域におけるサービス提供事業者に関するサービスの内容、利用料の情報を、

特定のサービス提供事業者のみを有利に扱うことなく、適正に提供し、利用者に

サービスの選択を求めること。 

(3) 提供されるサービスの目標・達成時期・サービス提供上の留意点を明記したサー

ビス計画の原案を作成すること。 

(4) 上記原案に位置づけたサービス等について、保険給付等の対象となるか否かを区

分したうえで、サービスの種類・内容・利用料等について、利用者から文書によ

る同意を受けること。 

(5) 利用者及び契約者が、医療サービスの利用を希望している場合には、主治医等の

意見を求め、その指示がある場合には、これに従うこと。 

(6) その他、利用者及び契約者の希望をできる限り尊重すること。 

（介護予防サービス・支援計画作成後の援助） 

第５条 事業者は、利用者及び契約者と継続的に連絡を取り、利用の実情を常に把握する

ように努めます。 

２ 事業者は、利用者及び契約者がサービス計画の変更を希望する場合は、再評価を行い、

要支援認定区分の変更申請、サービス提供事業者及び関連機関等に連絡するなど必要な

援助を行います。 

３ 事業者は、利用者の受ける在宅サービス利用状況について、利用者及び契約者からのサ

ービス利用に関する苦情等相談を受け、必要に応じてサービスを点検し、給付管理票の作

成・提出ほかサービス提供事業者及び関連機関等との連絡調整を行います。 
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（契約の満了） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は満了します。 

(1) 利用者が死亡したとき。 

(2) 第７条に基づき、利用者及び契約者から解約の意思表示がなされ、予告期間が

満了したとき。 

(3) 第８条に基づき、事業者から契約解除の意思表示がなされたとき。 

(4) 利用者が介護保険施設等へ入所した場合。 

(5) 利用者が要介護認定を受けた場合。 

（解約権） 

第７条 契約者は、事業者に対し、いつでもこの契約の解約を申し入れることができます。

この場合には、１ヶ月以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に

契約は解約されます。 

２ 契約者は、次の各号に事業者が該当する場合には、直ちに契約を解除することができま

す。 

(1) 事業者が、正当な理由なく、介護保険法等関係法令及び新発田市介護予防・日

常生活支援総合事業要綱並びにこの契約書に定めた事項を遵守せずにサービ

スの提供を怠ったとき。 

(2) 事業者が、守秘義務に違反した場合。 

（解除権） 

第８条 事業者は、次の場合に限り、契約を解除することができます。 

(1) 利用者の著しい不信行為があるなどの理由により、契約を継続することが困難

になった場合。 

① パワーハラスメント 

業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、介護予防支

援・介護予防ケアマネジメントを実施する際の環境を悪化させる行為 

② セクシュアルハラスメント 

事業者及び関係する事業所の職員や介護支援専門員を不快にさせる性的な

言動 

③ マタニティハラスメント 

妊娠した事業者及び関係する事業所の職員や介護支援専門員に対する嫌が

らせ 

④ カスタマーハラスメント 

利用者や本人であるという立場の優位性を盾に、悪質な要求や理不尽なク
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レームを行う行為 

⑤ 契約以外の行為を執拗に要求した場合 

⑥ その他、事業者及び関係する事業所の職員が契約の行為を行うことが困難に

なる理不尽な行為があった場合 

(2) 利用者が事業者の通常の事業実施区域外に転居し、事業者においてサービスの

提供の継続が困難であると見込まれる場合。 

２ 事業者は、契約を解約する場合にあっても、その理由を文書により利用者及び契約者に

示すこととします。 

（損害賠償） 

第９条 事業者は、サービス計画の実施にあたり、利用者の生命・身体・財産等に損害を

与えた場合、その損害を賠償します。ただし、その損害について事業者の責任を問え

ない場合については、この限りではありません。 

２ 事業者は、利用者の生命・身体・財産等に損害を与えた場合は、直ちにその原因、対応

等の概況を記載した文書を利用者又は契約者に交付し、併せて状況を十分に説明いたしま

す。 

（苦情対応） 

第１０条 事業者は、事業者が作成したサービス計画に基づき提供されたサービスについて

の苦情を受けるための窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、利用者及

び契約者からの苦情があった場合は、迅速かつ誠実に対応いたします。 

２ 利用者及び契約者は、いついかなるときにおいても苦情の申立てを行うことができ、ま

た、苦情の申立てを行うことにより、事業者は何ら不利益な取り扱いを致しません。 

３ 事業者は、必要に応じて重要事項説明書に定める苦情相談窓口に苦情の概要について報

告し、適切な対応について指示を仰ぎます。 

（秘密保持） 

第１１条 事業者及び事業所の職員は、正当な理由がない限り、利用者に対するサービスの

提供にあたって知り得た利用者及び契約者または家族の秘密を漏らしません。 

２ 事業者は、事業所の職員が退職後、在職中に知り得た利用者及び契約者または家族の

秘密を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。 

３ 事業者は、利用者及び契約者または家族の個人情報を用いる場合は、利用者及び契約者

または家族の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及び契約者また

は家族の個人情報を用いません。 

４ 前各項以外で情報を提供する場合とは、本契約書に添付の「個人情報の提供を行う場合」

に定める事項とします。 
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（記録の整備、閲覧） 

第１２条 事業者は、利用者に対するサービスの提供に際して作成した記録、書類を完了日

より５年間保存します。 

２ 事業者は、利用者または契約者に対し、保管する利用者に関する記録、書類の閲覧、

複写にいつでも応じます。但し、複写の実費を請求することがあります。 

（契約外条項） 

第１３条 本契約に定めのない事項については、介護保険法等関係法令及び新発田市介護予

防・日常生活支援総合事業要綱の定めるところを尊重し、利用者及び契約者と事業者

の協議により定めます。 

（特記事項） 

第１４条 事業者は、利用者及び契約者の申出等により、介護保険法第１１５条の２３第３

項の規定に基づき、本契約に基づく介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの一

部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合は、新発田市指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例第１３条で定める事項を遵守します。 
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前記のとおり、介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供に関する契約を締結しま

す。 

この契約を証明するために、本契約書を２部作成し、契約者及び事業者の双方が記名・押

印の上、それぞれ１部ずつ保有します。 

 

 

      年   月   日 

 

（事 業 者） 所 在 地 新発田市諏訪町 1 丁目 10 番 38 号 

事 業 者 名  新発田南地域包括支援センター 

法 人 住 所  新発田市中央町 5 丁目 4 番 2 号 

法 人 名  社会福祉法人いじみの福祉会 

代 表 者 名  理 事 長  馬 場 成 男  印 

（利 用 者） 私は、この契約内容及び添付の重要事項説明書並びに個人情報の使用に

ついて、同意します。 

ご 住 所                      

お 名 前                   印  

電 話 番 号                      

 

（契 約 者） 私は、この契約内容及び添付の重要事項説明書並びに個人情報の使

用について、同意します。 

また、家族の代表として、個人情報の使用について、同意します。 

ご 住 所                     

お 名 前                  印  

利用者との続柄                      

電 話 番 号                      
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重 要 事 項 説 明 書 

（介護予防支援・介護予防ケアマネジメント） 
 

介護保険法に基づく介護予防支援（以下「介護予防支援」という。）及び新発田市介護予防・日常生活支援総合

事業実施要綱に定める介護予防ケアマネジメント（以下「介護予防ケアマネジメント」という。）を当事業所が利用者

に提供するため重要事項は次のとおりです。 

 

1. 法人の概要 

法  人  名 社会福祉法人いじみの福祉会 

法 人 所 在 地 新発田市中央町 5丁目 4番 2号 

代 表 者 氏 名 理事長 馬場 成男 

設 立 年 月 日 平成１２年３月３０日 

2. 事業所の概要 

名     称 新発田南地域包括支援センター 

所 在 地 新発田市諏訪町 1丁目 10番 38号 

電 話 番 号 ０２５４－２８－０１１２ 

指 定 年 月 日 平成１８年４月１日 

介護保険事業者番号 １５００６０００５９ 

営 業 日 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除く毎日 

営 業 時 間 ８：３０～１７：３０（営業時間外でも連絡対応可能） 

従 業 者 の 員 数 指定介護予防支援に関する知識を有する職員  ３人以上 

お 宅 に 伺 う 頻 度 

お お む ね の 頻 度 

① 介護予防サービスの提供開始月 

② サービスの評価期間が終了する月 

③ 介護予防サービスの提供開始月の翌月から起算して３ヶ月に１回 

④ 利用者の状況に著しい変化があったとき  

事 業 実 施 地 域 東豊小学校区、御免町小学校区、住吉小学校区 
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3. 提供するサービスの概要 

(1) 提供するサービスの区分 

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの内容は次の通りです。 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供を受けるためには、事前に新発田市に「介護

予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」を提出する必要があります。 

① 介護予防支援 

(ア) 介護保険法に定める介護予防給付サービスを受けるための計画 

(イ) 介護予防給付サービスと総合事業サービスを合わせて受ける場合の計画 

② 介護予防ケアマネジメント 

(ア) ケアマネジメントＡ 

指定相当訪問型サービス、訪問型サービスＣ、訪問型サービスＡ、指定相当通所

型サービス、通所型サービスＣを受けるための計画 

(イ) ケアマネジメントＢ 

通所型サービスＡのサービスを受けるための計画 

(2) 提供するサービスの内容 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントのサービスを提供するに先立って、利用者の心身等

の状況を把握し、その結果と利用者の希望に基づいて、要介護状態になることの予防または要介護状

態等の軽減若しくは悪化の防止及び自立した日常生活を送るための効果的支援を行うための計画を

作成いたします。 

また、作成した計画にしたがって適切かつ滞りなくサービスが提供できるよう、サービスを提供する

事業者と連絡や調整を行うとともに、これらの経過を継続的に管理します。 

具体的な業務の内容と事業者としての方針は次の通りです。 

【業務の概要】 

① 利用者のお宅を訪問し、利用者の心身の状態を適切な方法によりお聞きします。 

② ①でお聞きした結果と、利用者自身やご家族の希望を踏まえ、利用者にサービスが適切に提供

するための介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの計画をお作りします。 

③ 利用者自身やご家族、サービスを提供する事業者等との連絡を継続的に行い、計画に基づくサ

ービスが適正に行われているか実施状況を把握させていただきます。 

④ サービスの計画に位置づけた期間が終了するときは、この計画の目標の達成状況について評価

させていただきます。 

⑤ 当事業所のみならず、サービスを提供する事業者についての相談・苦情窓口となり、問題に適切

に対処します。 

⑥ 利用者の要介護（支援）認定及び介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変

更）届出、チェックリストの提出などサービスの提供を受けるための事前申請についてお手伝いし
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ます。 

⑦ 利用者及びご家族が介護保険施設に入所を希望される場合、そのお手伝いをいたします。 

【業務取扱い方針】 

① サービスの提供に当たっては、利用者が可能な限り、その居宅において、自立した日常生活を

営むことのできるように配慮して行います。 

② サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用

者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的

かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 

③ サービスの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、

利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏ることのな

いよう、公正中立に行います。 

④ 利用者様は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること、及び居宅サービス計

画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。 

⑤ サービスの提供に当たっては、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、他の介

護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域にお

ける様々な取組等との連携に努めます。 

⑥ サービスの提供に当たっては、利用者の介護予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連

携に十分配慮して行います。 

⑦ 利用者様が医療機関へ入院することがあった場合は、担当の介護支援専門員等の氏名を医療

機関にお知らせくださいますようお願い申し上げます。 

⑧ サービスの提供に当たっては、計画の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現

するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の計画を策定します。 

⑨ サービスの提供に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を

図ります。 

4. 担当職員等 

担当職員及び管理責任者 

担 当 職 員 氏名                  （資格：             ） 連絡先 ２８－０１１２ 

管理責任者 氏名   堀 さおり 連絡先 ２８－０１１２ 

ご相談や苦情等がある場合はご連絡ください。 
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5. 利用者負担金 

このサービスを利用するにあたり、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを受けられた方は介護保

険制度から、介護予防ケアマネジメントの方は新発田市から加算を含め全額給付されるので自己負担はあり

ません。 

6. キャンセル料 

このサービスの利用をキャンセルしてもキャンセル料は頂きません。ただし、他の介護予防等のサービスをキ

ャンセルしようとするときは、別にキャンセル料を徴収される場合があります。詳しくは、担当職員にお尋ねくだ

さい。 

7. サービスの利用にあたって利用者が注意すべきこと 

（１） 契約者は、事業者に対し、いつでもこの契約の解除を申し入れることができます。この場合には、１ヶ月

以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解除されます。 

（２） 当事業所の作成した計画にないサービスを利用する場合や、当事業所の作成した計画に盛り込んだサ

ービスを利用しない場合は、利用者の負担が大きくなることがありますので、できる限り早めにご連絡くださ

い。 

（３） 当事業所の提供するサービスだけでなく、他の介護予防給付サービス及び総合事業サービスについて

苦情や相談があれば、遠慮なくお話ください。 

8. 事故発生時の対応 

サービスの提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じます。 

9. 虐待防止について 

施設は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図

っています。 

(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。 

(4) 職員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

(5) サービス提供中に、当該施設職員又は家族・親族・同居人等による虐待を受けたと思われる利用者を発

見した場合は、速やかに、これを市町村に通知します。 

虐待防止に関する責任者 管理責任者   堀 さおり 連絡先 ２８－０１１２ 
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10. 衛生管理について 

（１） 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を設立します。 

（２） 感染症の予防及びまん延防止のための指針を作成し、研修及び訓練を実施します。 

（３） 職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

11. 苦情相談窓口 

（１） 当事業所が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。当事業所が提供したサービスに関する苦情だ

けでなく、当事業所が作成した介護予防サービス・支援計画書に位置付けたサービスに関する苦情も、

遠慮なくお申し出ください。 

窓口設置場所 
新発田南地域包括支援センター（複合型福祉施設コンフィ陽だまり苑内） 

（新発田市諏訪町１丁目１０番３８号）  ＴＥＬ ０２５４－２８－０１１２ 

窓口開設時間 

土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除く毎日 

午前８時３０分から午後５時まで（営業時間外でも、連絡対応可能） 

苦情受付責任者 堀   さ お り（管理者兼社会福祉士） 

（２） 苦情解決責任者 

施   設 職・氏  名 電話番号 

複合型福祉施設 コンフィ陽だまり苑 苑長  馬場 玲子 ０２５４－２８－０１１２ 

（３） 苦情解決第三者委員 

氏    名 電話番号 

比企 広正 

（新発田市議会議員） 
０２５４―４１―１０００ 

寺野 徹 

（社会福祉法人いじみの福祉会監事） 
０２５４－４１－２９８０ 
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（４） サービス提供に関する苦情が解決できない場合の申し立て先の紹介 

申し立て先 電話番号 

新潟県福祉サービス運営適正化委員会（新潟県社会福祉協議会内） 

(新潟市中央区上所2-2-2新潟ユニゾンプラザ３階) 
０２５－２８１－５６０９ 

新潟県国民健康保険団体連合会 介護サービス相談室 

（新潟市中央区新光町4-1 新潟県自治会館本館３階） 
０２５－２８５－３０２２ 

新発田市高齢福祉課 

（新発田市中央町3-3-3） 
０２５４－２２－３０３０ 

12. 第三者による評価の実施状況 

 

 

 

 

 

13. 業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策

定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2)  職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

(3)  定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

14. ハラスメントの防止について 

(1) 施設は、適切な介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員

の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。 

(2) ハラスメントは、サービスの提供を困難にし、関わった職員の心身に悪影響を与えます。状況によってはサー

ビスの提供を停止させて頂く場合があります。 

 

実施の有無 有  ・  無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  
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個人情報の提供を行う場合 

 

本契約書（介護予防支援・介護予防ケアマネジメントに係る契約書）第 11条第 4項の規定に定め

る「同条各項以外で情報を提供する場合」とは、下記のとおりです。 

 

記 

 

1. 使用する目的及び個人情報を使用する事業者 

①  新発田南地域包括支援センターが行う事業の実施に当たり、利用者の状況を把握する必要が

あるときは、要介護認定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、

主治医意見書及び基本チェックリストと同様に、利用者基本情報、支援経過記録、アセスメン

トシート等の個人に関する記録を、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設、

主治医、保険者その他の本事業の実施に必要な範囲で関係する者に提示すること。 

②  事例検討会や実習生への研修資料として使用する場合。 

③  本事業の終了に際して、利用者の今後の生活に必要な情報を、関連機関等への情報提供が必

要となった場合。 

2. 使用する期間 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの契約締結の日から、その契約が解約あるいは終了

するまでの期間、あるいは利用者または利用者の家族から、同意の取消があるまでの期間。 

なお、契約が締結されなかった場合であっても、提供され、または入手した個人情報については、

決して第三者に漏らしません。 

3. その他 

伝えることを拒否した場合には、そのサービス提供事業者のサービスを利用できないことがありま

す。 

4. 使用にあたっての条件 

①  個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係する者以外に漏れることのないよ

う、細心の注意を払うこと。 

②  個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて、経過を記録しておくこと。 

 


